
 

 

  
  

2026 年 5 月 1 日 

各 位 

山形県山形市旅篭町三丁目２番３号 

株式会社 きらやか銀行 

 

山形地区における「エリア営業体制」の導入について 

 

株式会社きらやか銀行（本店：山形県山形市、頭取：西塚 英樹）は、山形地区において「エリア営

業体制」を導入することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１．「エリア営業体制」について 

（１）目指す姿と目的 

 今般の「エリア営業体制」導入により、地域のお客さまとの接点増加を図ることと職員のノウハウ共

有による人財育成を進めることで、地域のお客さまに対しこれまで以上にお役に立つ情報の提供や

質の高いサービスの提供に努め、「信頼度における地域ナンバーワン銀行」を目指して取り組んでま

いります。 

 

（２）概要 

 各エリア内営業店の渉外業務及び融資業務を「エリア中核店」に集約することで、担当エリアの重

複解消等によるエリア内の運営効率化により、地域のお客さまとの接点増加に努めてまいります。 

 

２．山形エリアについて 

（１）山形中央エリア及び山形北エリア 

① エリア営業体制について 

 

【エリア中核店】 

本店営業部 

※渉外業務、融資業務を集約 

 
 

城西支店 

 

 山辺支店 
 

 

 

 

【エリア中核店】 

北営業部 

※渉外業務、融資業務を集約 

 
山形桧町支店 

 

 

 

② 実施日：2026 年 7 月 6 日（月） 
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（２）山形南エリア 

① エリア営業体制について 

 

 

【エリア中核店】 

中央営業部 

※渉外業務、融資業務を集約 

 

西支店 
 

 

 

② 実施日：2026 年 7 月 21 日（火） 

 

3．融資窓口の変更について 

エリア営業体制の実施に伴い、下記の通り事業性融資窓口を変更させていただきます。これまで通り、

弊行をご利用いただきますようお願い申し上げます。 

 変更店舗名 変更先 変更日 

1 城西支店 本店営業部 2026 年 7 月 6 日（月） 

2 山形桧町支店 北営業部 2026 年 7 月 6 日（月） 

3 西支店 中央営業部 2026 年 7 月 21 日（火） 

 

4．「エリア営業体制」導入後のお取引について 

 お客様のご預金口座等につきましては、支店名・店番号・口座番号の変更はなく、これまで通りご利

用いただけます。 

 当行では、お客さまのサービス向上のため、全店にてご来店時の「予約制」を導入しております。ご予

約いただいているお客さまを優先的にご案内させていただいておりますので、ご来店の際は事前に窓

口又はお電話にてご予約をいただきますようお願い申し上げます。 

【ご連絡先】 

店舗名 郵便番号 店舗住所 電話番号 

山形中央エリア 

 本店営業部 990-8611 山形市旅篭町 3-2-3 023-631-0001 

 山辺支店 990-0301 東村山郡山辺町大字山辺 1235-5 023-664-5411 

 城西支店 990-0832 山形市城西町 4-20-21 023-643-4338 

山形北エリア 

 北営業部 990-0073 山形市大野目 3-1-11 023-642-8851 

 山形桧町支店 990-0813 山形市桧町 4-5-7 023-684-6351 

山形南エリア 

 中央営業部 990-2492 山形市鉄砲町 2-21-30 023-633-2722 

 西支店 990-2482 山形市久保田 3-1-3 023-643-4771 

 

以上 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

きらやか銀行 法人サポート部 法人営業推進課 

担当：眞木・岩井 TEL:023-628-3924 
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